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スローガンに込めた「想い」

ふくしまから　はじめよう。

ひとりひとりが復興に向けて歩みはじめよう。

そして、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。

福島県は、大震災そして原子力災害から

必ず立ち直ります。

福島県の復興は、新たな社会の可能性を

示していくということでもあります。

ふくしまから新たな流れを創っていきたい。

「 ふくしまから　はじめよう。 」は、
そうした、未来への意志を込めたスローガンです。

不安な日々が続き、なかなか前へ進めない、何も出来ないいら立ちもある。
　それでも、一歩ずつでも、少しずつでも、前へ進みたい。
　　大きな一歩じゃなくてもいいから……。
　　　小さな小さな一歩でもいいから、勇気を出して踏み出そう。
　　　　俺たちには支えてくれる仲間がたくさんいる。
　　　　　共に手を取り合い、今を精いっぱい生きて、すてきな未来を必ずつくるんだ。

やまない雨はない。明けない夜はない。
　平和なときには気づけなかった「本当に大切なもの」。俺にとっては兄弟でした。
　　何があっても守りたかった。あなたにとっては、誰ですか。気付けましたか。
　　　今、気づくことが出来たその気持ちを絶対に、絶対に忘れないでください。 

福島に生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、福島で子供を産んで、
　福島で子供を育てて、福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最期を過ごす。
　　それが私の夢なのです。あなたが福島を大好きになれば幸せです。 

不安な日々が続き、なかなか前へ進めない、何も出来ないいら立ちもある。
それでも、一歩ずつでも、少しずつでも、前へ進みたい。
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福島に生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、福島で子供を産んで、
福島で子供を育てて、福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最期を過ごす。
それが私の夢なのです。あなたが福島を大好きになれば幸せです。 

ふくしま総文メッセージ　２

ふくしま総文メッセージ　３

「ふくしま総文」総合開会式構成劇「ふくしまからのメッセージ」より

平成23年8月4日　第３５回全国高等学校総合文化祭（ふくしま総文）の総合開会式第３部（會津風雅堂）

　東日本大震災から約５か月後にふくしま総文は開催されました。會津風雅堂で行われた総合開会式第３部
の構成劇「ふくしまからのメッセージ」は、高校生 100人以上の震災や原子力発電所の事故後の経験や思
いをもとに構成されました。メッセージは、会場で観覧された方々だけでなくインターネット等のメディア
で取り上げられたことにより、たくさんの方に見ていただくことができました。そのことにより、多方面か
ら大きな反響をいただきました。

構成劇「ふくしまからのメッセージ」
　　　　　　　　　　　　から一部抜粋
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　東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故から、４年が経過しました。各学校におか

れましては、この４年間、地域の特色、児童生徒の発達の段階や実態に応じ、さまざまな

工夫を重ね、放射線教育を実施していただいております。

　福島県教育委員会といたしましては、「放射線等に関する指導資料」の第１～３版を作

成して各学校へ配付し、その効果的な活用を働き掛けてまいりました。今年度は、実践協

力校を昨年度の４校から７校に増やし、モデル的な取組を推進していただくとともに、授

業も公開していただきました。それらの取組については、本指導資料にも掲載しておりま

す。また、県内の放射線教育の指導者を一同に集め、郡山市において指導者養成研修会を

実施するとともに、研修会の内容や実践協力校の取組の内容を盛り込んだ地区別研究協議

会を県内７地区において、全小・中学校の教員を対象として実施して、放射線教育の重要

性について理解していただいてきたところです。

　このたび、第４版の指導資料を発行する運びとなりましたが、今回の指導資料には、昨

年度までの内容に加え、福島第一原子力発電所の現状を理解していただくために、廃炉作

業や汚染水対策の取組等の内容についても掲載しております。また、本年度新たに、児童

生徒の興味・関心や学習意欲を高めることを目的に、放射線に関する授業の導入で活用す

る県独自のＤＶＤ教材を作成いたしました。このＤＶＤ教材は、県内小・中・高等学校、

特別支援学校に配付し、活用していただくことになっておりますので、本資料と併せて効

果的に活用していただければと思います。

　各学校におかれてましては、このＤＶＤ教材や文部科学省の副読本と併せて、授業案や

実践報告が盛り込まれている本指導資料を活用し、教育活動の様々な場面で放射線教育を

展開していただき、児童生徒に基礎的基本的な知識を身に付けさせるとともに「自ら考え、

判断し、行動できる」力を育んでいただきたいと思います。

　結びに、本書の作成に当たり、多大なご協力、ご指導をいただきました関係各位に対し、

心から感謝申し上げます。

　　　平成 27 年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県教育委員会教育長　杉　　昭 重

は じ め に
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自校の年間指導計画の作成にあたって自校の年間指導計画の作成にあたって

各教科等の年間計画の作成に向けて各教科等の年間計画の作成に向けて

□ 地域性の把握
地域の実態や実情を教師自らがしっかりと把握

□ 発達の段階を踏まえた児童生徒の実態把握
児童生徒の過去の学習内容・経験について実態を把握し、
発達の段階にあわせた計画を作成

□ 放射線教育の内容と教科や領域との関連性の明確化
教科等の特質や特性、内容との関係・関連性をしっかり
とらえ、より実効性のある学びとなるように計画を作成

✓様々な教科や領域との関連性を考慮して
様々な教科の学習とのつながりや、関連をもたせることによって、より大きな
効果が期待される。教科の関連性や系統性を意識して学習を計画することが
大切である。

✓大切なこと、重要なことは、複数の教科や学年で
何度も繰り返して学習する機会を確保して
様々な機会をとらえて、繰り返し学習させることが必要である。

✓教科の特性を活かして
教科の目標やねらいを十分達成しながら、教科の学習内容の関連として、放
射線教育を実施するよう努める。

「本指導資料の効果的な活用のために」
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東京電力㈱福島第一原子力発電所の
事故に関連する資料

Ⅰ

感謝の心でいただく学校給食と、地域や保護者と連携した野菜作り

全校生が一緒に食堂で給食を食べます。
感謝の心を忘れずに食べています。

地域の方に指導を受けながら大根の収穫を
しています。

　学校生活において、子どもたちが最も楽しみにしているのが給食の時間です。

　子どもたちは、白河市学校給食センターの調理員さんたちが心を込めて作ってくれる給食を、感

謝の心で食べています。白河市や五箇地区の農家が栽培した野菜や果物もよく献立の中に入って

います。「給食センターからのおたより」で地場産物が献立に入っていると紹介されると、子どもた

ちは、より食材を身近に感じながら食べることができます。地域のよさを感じながら食べることができ

る給食は、本当によいものです。

　また、本校は、生活科や総合的な学習の時間に、地域や保護者の方に手伝っていただきながら、

学校の畑でいろいろな種類の野菜を育てています。収穫した野菜は、調理実習で活用したり、地区

の五箇まつりで販売したりしています。地域や保護者の理解と協力あっての活動です。

　学校給食の食材についても、自分たちで栽培した野菜についても、給食センターで検査をして安

全を確認しているので、安心して食べることができています。

白河市立五箇小学校 校長　石幡 良子
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1

（新）放射線教育推進支援事業 義務教育課

福島県復興計画（第１次） 子－②－３０

第６次福島県総合教育計画

発達段階に応じた放射線教育の推進

放射線等に関する基礎的な知識についての理解を深め、心身ともに健康で安全な生活を送るために、児童・生徒が自ら考え、判
断し、行動する力を育成するための支援を行う。

目 的

◆授業などにおける実験器具の積極的な活用

【遮蔽実験（放射線実験キット）による防御への理解】 【霧箱による放射線の飛跡の観察

◆実践協力校による研究授業の実施 （放射線の可視化）】

◇小・中学校４校（浜通り１校・中通り２校・会津１校）
◇研究授業等の実施、研究授業の参観による実践事例等の県内への普及

◆「放射線等に関する指導資料第３版」の作成と配付
◇冊子資料、CD（データ、写真等）を各学校等へ配布

◇実践協力校の実践事例や、子どもの理解促進につながる指導案例の紹介等

放射線教育推進のための協力校による授業実践等

◆県内７地区（各教育事務所）ごとの研究協議会の開催
◇対象 全小中学校の担当教諭等、私立学校等の希望者も含む
◇回数・開催時期 各１回（８月～１０月）
◇内容 授業実践発表、講義等（指導者養成研修の伝達講習等を含む）

◆放射線教育推進運営協議会 ◇回数・開催時期 ５回（４月～１月）
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター
◇内容 各種放射線教育研究協議会の企画・立案、指導資料の作成、

事業の総括

各地区放射線教育研究協議会等

◆県内１か所で指導者養成研修会の開催
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター、市町
村等の担当指導主事等）100名

◇開催時期及び場所 ６月（郡山市開催） 1日日程
◇内容 放射線教育等に関する講話・講義（文部科学省

教科調査官・大学教授等の講話を含む）

放射線教育指導者養成

未来の福島県を担う子どもたち
への放射線の影響を、現在及
び将来において最小限に食い
止めることになる。このことが、
安心して福島県において生活し
ていくことにつながっていく。

授業、小学生理科講座などの各
種事業にも使用（より多くの児童
生徒が体験）

◆各学校での放射線教育の取組を、
各学校から保護者等へ情報発信

放射線についての正しい知識を
持ち、自ら考え判断し、行動でき
る力を備えた児童・生徒の育成

放 射 線 教 育 推 進 支 援 事 業 の 見 通 し
平成２５年度～平成２７年度 義務教育課

平成２３年度・平成２４年度

平成２８年度 以降

○放射線の基礎知識に関する発達段階に合わせた指導内容の確立
○中学校理科の指導例の充実
○小・中学校の総合的な学習の時間を活用した実践事例等を提示

○各教科・領域における放射線教育との関連する指導内容の確立
○道徳教育・人権教育等の「心のケア」に関する指導例の充実

○資料等の整備や、内容の最終的な見直しによる最終版の作成

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

放射線等に関する指導資料の作成・配付

放射線教育に関する教員研修の実施

「放射線教育」の必要性
小学校・中学校の学習指導要領では、放射線教

育という学習領域はない。小中学校の学習内容で、
明確に示されているのは、中学校理科（第１分
野）（７）科学技術と人間における放射線の性質
や利用についての部分に限定されている。

福島県においては、平成23年3月の福島第一原子
力発電所の事故により、発電所の外へ放射性物質
が飛散（拡散）するという想定外の事態に至って
いる。そのような状況下で、放射線の影響を最小
限に止めて、県民が健康で安心して生活するため
には、福島県の小学校や中学校において、放射線
の基本的な性質に関して理解し安心して生活して
いくために、新規に「放射線教育」が必要となっ
た。

教員の研修の必要性
「放射線教育」は、従来実施してきた各教科や

道徳・特別活動等の指導とは異なり教科書や指導
書等がない。このことから、福島県教育委員会と
して福島県の実状を踏まえた指導内容や指導資料
の例示をし、各市町村教育委員会や各小・中学校
の指導の指針としてもらうことになった。それら
の内容を各学校の教員に対して指導するためには、
各校の担当教員への研修の機会を設けることが必
要となった。

学力向上・教育課程等の研修会の中で、暫定的
に実施（各校での伝達講習を実施）

指導資料 第３版

指導資料 第４版

指導資料 第５版（印刷資料最終版）

・放射線についての知識理解については、各教科の中で指導する。

・非常災害時等に自らの安全を確保する（被曝する放射線量をできるだけ少なくするための手
立て）については、防災教育の１つの領域として指導する。

指導資料 第５版以降については、修正の必要がある箇所をWebで対応する。

県内の
状況の
変化に
応じた
内容の
改訂等
の対応

・

３年間
の中で
ＰＤＣＡの
サイク
ルを活
かした
改善

2014/3/27

1

（新）放射線教育推進支援事業 義務教育課

福島県復興計画（第１次） 子－②－３０

第６次福島県総合教育計画

発達段階に応じた放射線教育の推進

放射線等に関する基礎的な知識についての理解を深め、心身ともに健康で安全な生活を送るために、児童・生徒が自ら考え、判
断し、行動する力を育成するための支援を行う。

目 的

◆授業などにおける実験器具の積極的な活用

【遮蔽実験（放射線実験キット）による防御への理解】 【霧箱による放射線の飛跡の観察

◆実践協力校による研究授業の実施 （放射線の可視化）】

◇小・中学校４校（浜通り１校・中通り２校・会津１校）
◇研究授業等の実施、研究授業の参観による実践事例等の県内への普及

◆「放射線等に関する指導資料第３版」の作成と配付
◇冊子資料、CD（データ、写真等）を各学校等へ配布

◇実践協力校の実践事例や、子どもの理解促進につながる指導案例の紹介等

放射線教育推進のための協力校による授業実践等

◆県内７地区（各教育事務所）ごとの研究協議会の開催
◇対象 全小中学校の担当教諭等、私立学校等の希望者も含む
◇回数・開催時期 各１回（８月～１０月）
◇内容 授業実践発表、講義等（指導者養成研修の伝達講習等を含む）

◆放射線教育推進運営協議会 ◇回数・開催時期 ５回（４月～１月）
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター
◇内容 各種放射線教育研究協議会の企画・立案、指導資料の作成、

事業の総括

各地区放射線教育研究協議会等

◆県内１か所で指導者養成研修会の開催
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター、市町
村等の担当指導主事等）100名

◇開催時期及び場所 ６月（郡山市開催） 1日日程
◇内容 放射線教育等に関する講話・講義（文部科学省

教科調査官・大学教授等の講話を含む）

放射線教育指導者養成

未来の福島県を担う子どもたち
への放射線の影響を、現在及
び将来において最小限に食い
止めることになる。このことが、
安心して福島県において生活し
ていくことにつながっていく。

授業、小学生理科講座などの各
種事業にも使用（より多くの児童
生徒が体験）

◆各学校での放射線教育の取組を、
各学校から保護者等へ情報発信

放射線についての正しい知識を
持ち、自ら考え判断し、行動でき
る力を備えた児童・生徒の育成

放 射 線 教 育 推 進 支 援 事 業 の 見 通 し
平成２５年度～平成２７年度 義務教育課

平成２３年度・平成２４年度

平成２８年度 以降

○放射線の基礎知識に関する発達段階に合わせた指導内容の確立
○中学校理科の指導例の充実
○小・中学校の総合的な学習の時間を活用した実践事例等を提示

○各教科・領域における放射線教育との関連する指導内容の確立
○道徳教育・人権教育等の「心のケア」に関する指導例の充実

○資料等の整備や、内容の最終的な見直しによる最終版の作成

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

放射線等に関する指導資料の作成・配付

放射線教育に関する教員研修の実施

「放射線教育」の必要性
小学校・中学校の学習指導要領では、放射線教

育という学習領域はない。小中学校の学習内容で、
明確に示されているのは、中学校理科（第１分
野）（７）科学技術と人間における放射線の性質
や利用についての部分に限定されている。

福島県においては、平成23年3月の福島第一原子
力発電所の事故により、発電所の外へ放射性物質
が飛散（拡散）するという想定外の事態に至って
いる。そのような状況下で、放射線の影響を最小
限に止めて、県民が健康で安心して生活するため
には、福島県の小学校や中学校において、放射線
の基本的な性質に関して理解し安心して生活して
いくために、新規に「放射線教育」が必要となっ
た。

教員の研修の必要性
「放射線教育」は、従来実施してきた各教科や

道徳・特別活動等の指導とは異なり教科書や指導
書等がない。このことから、福島県教育委員会と
して福島県の実状を踏まえた指導内容や指導資料
の例示をし、各市町村教育委員会や各小・中学校
の指導の指針としてもらうことになった。それら
の内容を各学校の教員に対して指導するためには、
各校の担当教員への研修の機会を設けることが必
要となった。

学力向上・教育課程等の研修会の中で、暫定的
に実施（各校での伝達講習を実施）

指導資料 第３版

指導資料 第４版

指導資料 第５版（印刷資料最終版）

・放射線についての知識理解については、各教科の中で指導する。

・非常災害時等に自らの安全を確保する（被曝する放射線量をできるだけ少なくするための手
立て）については、防災教育の１つの領域として指導する。

指導資料 第５版以降については、修正の必要がある箇所をWebで対応する。

県内の
状況の
変化に
応じた
内容の
改訂等
の対応

・

３年間
の中で
ＰＤＣＡの
サイク
ルを活
かした
改善

「放射線教育推進支援事業の概要」

－ 6－

本文.indd   6 2014/06/03   17:01

放射線教育推進支援事業 義務教育課 

福島県復興計画（第１次） 子－②－３０ 

第６次福島県総合教育計画 

発達段階に応じた放射線教育の推進 

放射線等に関する基礎的な知識についての理解を深め、心身ともに健康で安全な生活を送るために、児童・生徒が自ら考え、判断し、行動
する力を育成するための支援を行う。 

目 的

◆授業などにおける実験器具の積極的な活用

    

【遮蔽実験（放射線実験キット）による防御への理解】

◆実践協力校による研究授業の実施
◇小・中学校７校
◇研究授業等の実施、研究授業の参観による実践事例等の県内への普及

◆「放射線等に関する指導資料第４版」の作成と配付、教材用 の作成と配付
◇冊子資料、 （データ、写真等）、及び教材用 を各学校等へ配布

◇実践協力校の実践事例や、子どもの理解促進につながる指導案例の紹介等
 

放射線教育推進のための協力校による授業実践等  

 
 
◆県内７地区（各教育事務所）ごとの研究協議会の開催 
◇対象 全小中学校の担当教諭等、私立学校等の希望者も含む 
◇回数・開催時期 各１回（８月～１０月）  
◇内容 授業実践発表、講義等（指導者養成研修の伝達講習等を含む）  

◆放射線教育推進運営協議会 ◇回数・開催時期 ６回（４月～２月） 
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター、実践協力校、（推進委員） 
◇内容 各種放射線教育研究協議会の企画・立案、指導資料の作成、 

事業の総括  
 

各地区放射線教育研究協議会等 

◆県内１か所で指導者養成研修会の開催
◇対象 本庁関係課、教育事務所、教育センター、推進委員
等） 名
◇開催時期及び場所 ６月（郡山市開催） 日日程
◇内容 放射線教育等に関する講話・講義 ・研究協議等

放射線教育指導者養成  

未来の福島県を担う子どもたちへ
の放射線の影響を、現在及び将来
において最小限に食い止めること
になる。このことが、安心して福島
県において生活していくことにつな
がっていく。

授業、小学生理科講座などの
各種事業にも使用 （より多く
の児童生徒が体験）

◆各学校での放射線教育の取組を、各
学校から保護者等へ情報発信

授業参観・教養講座等の活用など

放射線についての正しい知識を持
ち、自ら考え判断し、行動できる力
を備えた児童・生徒の育成

【霧箱による放射線の飛跡の観察
（放射線の可視化）】

◆全国の都道府県教委等への資料等
の送付
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